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第 2回日米大学図書館会議報告 (2)

第2回日米大学囲審館会議間産別部会 は,館長 問題

Group1,図書飴組織と意志決定 Grollp2,図書館職員

Group3.図書銘相互協力 Group4の4部会に別かれ

て,会議日笹第2軌 第3日 (1972･10･18-19)の両日

午後,会場をウイングスプレッドに移して開催された｡

それぞれ,午前中に行なわれた調査報告で控起された

問題点を中心としたものの,かなり自由な討論方式で進

められた｡

館長問題部会 (Group1)

主査は財団セソクー所長 T.R.-I.ツクマソ,研究図書

館協会の管理部長D･ウェッブスター,Rapporteurには

UCLAの E.T.ムーア,東京都立大学の千葉正士の各

氏があった｡

日本側からの問題として軌 ①非専門の教授館長の多

いこととそれに伴う問題点,③専門的葉番の実務的管理

にあたる,事務長,総務課長の仕事の内容と問題点,⑧

総じて図書館員と図書館長に対する評価が大学 内で低

い,国立の場合は行教組絶 ･予第 ･人鼻などの制度上の

制約からく-る問題点がある,私立の場合性教授 ･学部長

の他位など国立と違った事情のあること等が説 明 され

た｡

アメリカ側からは,t.れに対して図書館長の専門的能

力を高めるための組織的努力について実績が示された｡

大規模の大学図書館で蔭長の専門性が要求され,専門的

職員の能力開発と研究の増進のためには当然必要なこと

であるが,1940年代から専門家の館長を過るような慣向

があきらかとなり,しろうと館長の専門化をも含め組織

的努力の跡が述べられた.

このことから,日本側としてほ,館長が専門職である

べきかいなかが問題で,アメリカ側としてほ専門職の館

長が教授のステイタスをもつべきかどうかが問題 とな

る｡

前者については,図書館の合理化を実現するため専門

職を館長として迎えるべきで,教綬暇とするのは,その

あとの問題である,現状からすれば教程職をもつ者が館

長となる外はないから,その善処策を講するべきである

との主旨が述べられ後者については,これを肯定する意

見が多かったといえよう｡

専門職はともかく,国立大学図書館協議の第10回 (当

時研究集会)は ｢館長の役割｣がテーマであり,館長は

各部局図書館の連紹調整,評議員として大学の重賞な決
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定事項に参加する,予算の獲得,図書館員の養成を主な

任務とし,そのため任期は3年以上,副館長を制度とし

て考える,選出にあたって,館長の位置付軌 権限の強

化が必要である,このた桝こは講義の免除をしてせめて

専任制をとるべきだとの意見が提出されている｡

第10回総会は昭和38年であった｡'10年たってこの間題.

を議論すると恐らく同様の答がだされるであろう｡現状

での専任執 ま教程館長にとって学者として致命的な学業

のプラソクを甘受しなければならないし,専任制をとっ

た場合そのことが直ちに専門家となることを嚢味 しな

い∴肇処策の必要性は跡 こわかっている,問題はその内

容であり,具体的な一歩が日本側の間鹿であろう｡

大学図書緒における粗描と意表決定 (Group2)

主査はプリゾストソ大学図書館長W.S.ディクス,京

大北学の原田隆音助教授,Papporteurに牲 ノースウエ

スタソ大学図書館の T.F.ウェルチおよび一橋大学図書

館の岡崎蓋富の各氏が当った｡

日米双方においてみられる共通の現象は,古い伝統を

もつ,梓に大都市の大学に改革の問題が起きてい るこ

と, この新しい動きが図書館の意志決定にどのような作

用をして行くのか,この間塵が討論の出発点となった｡

特にディクス氏は高木氏の報告にみられる,いわば官僚

行政棟稗の強い日本の場合,この変化への対応の仕あ

意志決定の問題柱どうなのかの質問を行なったd苗木氏

紘,最初に日本の匡立大学の観織についてのコソメソト

を付し,館長として大学の敏捷金から自主的に選出され

たが,部長以下圏等館員は文部省に直結した強いライソ

構造に組込まれているので,任命された当時はむしろ孤

独の感があった｡日本の行政棟鰐の強さ桔米国とは違っ

ている,しかしこのことは全く自主性を否定しているわ

けではないC図書館高畠金の決定,また個別大学の外で

杜国立大学図書館協議会等があって自主的な決定を行な

う場があり,これらの決定による働きかけが命令の形で

この撰株に入ってくるとそれなりの強さをみせる場合が

あること等プラス面の評価も行なった｡

これに加えて図書館の事務部長の仕事について,当然-

であるが国の方針の執行者として業務を遂行するが,そ

れが自主的な大学教授会の決定と食い違いが生ずる場合

その調整の作業が困難であるとの体験が述べられた｡

この場合ローヤルティをどこをこ置くかが問題で,大学

のため最大限の努力を尽す覚悟があっても問題が一元化

されないのでむずかしいとの発言があったCこれに対し

て米国側から.Tl-ヤルティをむしろ自分に置 くべ き

で,どこにあっても自分が最良の国電館員であるかどう

かが出発点である,このように考えることで問題の一元

化ができるのではないかとの主旨が述べられたB

また菜議制度といった決定方式が日本にあるのではな

いかとの日本通の質問もあり,参加に対する責任の問題

も捷起された.これに対し,日本の社会的な背 景 の説

明,決定については最上部までもって行かれることが普

通で権限の委譲は少ないといった実情が述べられた｡

一方コT,ソビヤ大学において長期的な組織の改者計画

が行なわれよい結果が得られていること,また米国では

図書館の意志決定に苦い図曹蔚負の意見をも入れて行く

傾向のあることが説明された｡またスタッフとしての昇

進を決定する委員会への参加もあり得るとの報告があっ

た｡日本側からは,米国の場合,図書館職員の専門職と

しての立場が日本に比密してよく発展している｡したが

って意志決定にあたっては専門性の立場からの意見の主

張が行なわれる,専門性をもつスタッフとして,例えば

教授会が日弁連の意志決定を自主的に行なうように,同

僚の昇進間置にも参画することも考えられようとの分析

的な発言があった｡日本において軌 一般に若い人達の

図書臨運営に対する意志の反映は,むしろ Professional

Unionよりは I.aborUnionとしての参加の傾向がある

との説明があったo

この部会では日本側の実情鋭明がその大部分を占めた

といってよいが,図書館員としてそのローヤルティを自

分に置くという発言は米国的な考え方として印象的であ

った｡そこで図書館員の倫理要綱の間題を再びわれわれ

性考える大きであろう｡

大学国事嶺職員 (Group3)

主査に畔慶応蕃塾大学三田情報セソクーの安西郁夫部

島 カ./サス大学園蕃館長 D.W.-pソ,PappoTteur

に悼寓意農業大学国電髄次長傑田寛三,イェ-ルネ学某

洋部図書館長金子実生の各氏があった.-ロソ氏駄 目

未聞に存在する蜜の相違について,深い認識をもつ必要

･性を最初に強調した｡

日本の図書鯨員の将来について,頼当の雑問題があり

必ずしも楽観的でないこと,図書館サービス業務で性質

より量的なエネルギーが求められている実情の説明があ

った｡

賓については,図書館員教育の中に,新しい動きがで

てきているLがまた塊状で妊賓甑であり,ここに大きな

問題がある｡葵際的な業務の中では優秀な敵員でも管理

敬-の道が現在まだ狭いこと,専門職としての敬笹が確

立されていないことから能力を発展させる機会がなく反

動として無気力になる場合もある｡したがって身分上の

地位向上が必要であるとの意見だされた｡

一方米国では,①図書館員の社会的地位が日本より諏

められていること,◎図書鯨教育における大学院課程が

発達していることの2点は特に日本より有利な状況にあ

ることが確認された｡しかしすべての図書館員が Pro-

fes8ionとは認められていないことも指摘された｡

社会的地位について軌 日本ではその旗棒的な規定が

重要な意味をもっており,国立大学に虫いては司書の身

各について法的根拠がない,国立の国賓鯨短大がありま

た4年制への志向もある,しかしそれと大学図書鯨との

汝的関連はない｡

米国においても約20年前に司書敬の樫念を明確にする

ことの必要性があった｡その経験からして地位の社会的

向上は,図書館の限られた枠内での運動では限界が あ

る｡日本の私立大学図書館協会,国立大学図書館協議会

等が共同し議員への勧き牟けもーつの方向であろうとす

る示唆もあった｡

しかし私立大学の自主制の立場から,箆棒に必ずしも

縛られないで,独白に司書の優遇を行なっているところ

もある,私立大学の館長の間に柊,自主的な泳定にする

べきであるとする考えと,身分 ･地位陪法律iこよって確

定するべきであるとの2つの意見がある｡また米国側か

ら,日本の大学図書館長は非専門破であるが,副館長に

あたる地位には専門職の人もあるのかとの質 問が あ っ

氏.,

米国においても大学図書鯨長の地位は大学の規程で正

式には必ずしも位置付吋られていないし.図書飴長を司

書とは規定していないことも同様である｡米国では州に

よって異なるし,日本のような全国的に紋-約鮭令をこよ

って支配さる場合とは相違がある｡

日本の国立大学では戦前,大学職員措教官,技官,事

務官,司書官といった轍種があったが,戦後,新制大学

になって,教官,技官,事務官となってしまった｡各大

学壮そのため自治の名の下で内部的処置を行なっている

ところもある,例えば東北大学で括6人の助教授 ･講師

等が大学歯音飴に関係しているが事務官との関係はむず

かしい,やはり法的な規定を必要とするといった意見が

述べられた｡

議論が日本の法律問題に集中したので,日米共通の間

塩に戻ることとし.司亭敬の社会的位置付けを中心に発

言があった｡

米国では司書職が社会的に諌められているがこれに封

する批判が全くないわけではない9専門敵を疑問とする

人の根拠軌 ①専門職と云われる弁護士,医師のように

他の人に指向性を与えないB⑧司書には強力なアソシュ

ーシ己ソがないという点である｡当然ALAという摂関

があるという反論があるが,ALAは希望者だけが入れ
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る検閲とみられよう8

これに対しALAは会員に誰でもなれるものではない

し,ALA 設置の始めからの削勺として司音の社会的地

位の確立とその立法に努力してきたとする補足説明があ

った｡また司書が専門職か香かの論寵より,社会的な価

値を持っために努力することが重要であるとの意見が述

べられた｡この場合,大学のアカデミックライブラリア

ソは公共図書館の国書飴員より専門的であると思うがこ

のことほ余り重要であるとは思われないとの意 見 もで

た｡

問題を学内rL限ってみると,司書の地位性行政当事者

との関係の方が教授系との関係より,も重要であろう｡米

国でも司書がアカデミックステイタスを勝ち取ろうとす

る努力がある,とにかく,名目的な地位は重要でなく社

会的評価を現巽に得ることが必要であるとの主張があっ

たB

司書と図書館学者との区弘 実務とライブラリースク

ールのスタッフとの交線,慶応におけるその事例等が述

べられた｡結論的にいうなら,①日本で司書の地位を確

立する運動が続いているが,汝的に認められることの必

要性はあるとしても,低い所でその他位が固定化するこ

と嘩良いとはいえない｡⑳社会的に異質的な評価を得る

ことが必要である｡③その年め実績をあげる努力を払わ

なければならない｡アカデミックなどプリオグラフイー

を作ること,特定の主題について専門の学間を身につけ

ること等が具体的な一歩であろうとの意見が逮べ られ

た.

特定の主薩について専門的な細評を役立つだ抄十分に

修得する労働牲それだけで相当の負担である.日常兼務

に精一杯の図書磨点には重荷であろう｡この論理の循環

を断ち切るには短期的には図書館の管理道営システムの

改善であり長期的紅は図書酪員の教育システムの問題と

して考える必要があろう｡

大学図書館間の相互協力 (Group4)

主査は国立国会図書館の参考書誌部長,酒罪悌,研究

図書館セソタ-の飴長,G.K.ウイリアムス,Rapport･

el∬ は聖心女子大学国書飴長締佐,声畢明子,コロソビ

ヤ大学東洋部図書館長 P.B.ヤソポ･pスキーの各氏で

あった｡

基調級告では日本側として全国的な相互利用の計画は

まだない,自然科学系が再発であること,人文系につい

ては特別の場合を除きまだ活発とはいえない状況 の説

呪 また国立大学図書館協議会で現在構想中の保存図書

飴等の報告がなされた｡

米国側としては,アメリカにお汁る相互協力の歴史,

その形式が示され,協力の仕事が軽くみられる理由とし

て協力は全ての仕事の終った後の余力によって行なわれ
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るべきものとする先入観がある,人力と時間を要するの

に見返りが少ない等の理由を指摘したOそして現時点で

の組織だった協力体制の必要性を強調した｡

討論に入り,日本側からほ濠京大学の自然科学系保存

図書館の構想や九州大学の九州大学図書館セソクー計画

などが補足的に配明されたo

米国卿から軌 第 1回Er米大学国富鯨会議の際に詳細

に報告された諸活動について,その後の2年間の猛追及

び主要な変化が説明されたb概要は,【11豊かな時代に作

られた図書館相互利用の計画が不況の1970年代に適応す

るよう再検討されていること.そして,｢蔑在よりも安

価に質を落さないでよい図書鯨サービスをすること｣に

焦点が向けられている｡(2】周審館相互協力が非公式なも

のから公式なものに移 り糞ウて避縛だってきたこと.ES)･L

地域ごとに相互協力で結ばれたネットワークを,どのよ

うに相互に関連付けて行くかということと,その管理の-

方絵などが今後の課経であろうとするものであった｡そ

して,そのた桝こ図書館協力組織協会,図書館協力開発

計画などができていることも述べられた｡

以上両国内の協力状況について報告がなされたが,国

際的協力の立場で何ができるかとの閲歴で晩 既に時限

が不足して,その可能性を求めるまで十分な討論はでき

なか-'た,しかし米国風 日本側から以下の要望が摂tfi

された.米国側からは東アジヤ研究に関する資料,日本

の政府flJ行軌 大学の改質薪をLCのみせなく個別の大

学にも所蔵したい｡日本史の史料の複製問題があげられ

た,一方日本側からは図番鯨員の人的交流の閉経が提k.

された｡

日本側とアメリカ側の相違は極めて印象的であ13た.

日本でも多くの改善案,構怨等が打出されている,しか

し大学間書館の現状は依然としてそのままで,むしろ世

界情勢の変化によって改善安なり構想なりが目標として

の意味を失ない,その惨正作業を旋けることに終始して

いる感がある｡米国の場合構想を,部分的にせ よ実現

し,具体化して,そこで現実に起る閉塞の解決にアイデ

ィアを求めているgそうしなければ実際の意味を失うと

いう強い要求に支えられた緊迫感がある｡

両国の差を単に歴史的な発展段階の差にすべて置き替

えるだけでは解決しない問題があるよう思える｡日本で

打出されて構想が現実に生きる力とならないのは何*-,,

優れた構想を生む作業,現実の握把の他にも検討される

べき問題があるように思われる｡

(この報告の執筆にあたって,Group之を除く各部会

の Rapporteur千葉正:L 柴EB寛三,声浮明子の各氏か

ら詳細な資料の捷供を受けた.)

<おかぎき･よしとみ 一橋大学>


